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2　事業の目的

１　事業者

 就業前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づいて、乳児及び
幼児の教育・保育事業を行うこと。

3　教育・保育の理念
 子ども一人ひとりを大切にし、健全な心身の発達を図り、保護者からも信頼され、地域に愛される認
定こども園を目指します。

4　運営方針
１　命を大切にし、元気な心と体をもつ子に育つことを目標とします。
２　大人から愛されている自信を持ち、自分も友だちも大切にできる子に育つことを目標とします。
３　いろんな体験を通して、何でも挑戦しようとする子に育つことを目標とします。
４　大人の指示にたよらず、自分で判断し思った事を表現する、また、自分の意見も言え、友達の意
　　見も聴ける子に育つことを目標とします。
５　子ともたちの最善の利益を考慮し、保護者と共に子育ての喜びを共感しあい、一人ひとりを大切
　　にした教育・保育をしていきます。

5　保育の内容及びその特徴

 　体育ローテーション、日課活動、課題活動を教育・保育の中心に捉え、自由遊び、行事、外部講師に
よる指導を加えながら、日常生活習慣を習得させ、また、自主自立のたくましい行動力を養っていきま
す。
　その特徴としては次のことがあげられます。
１）    知、情、体、三位一体の総合教育を目指し、実践していきます。
２）   体育ローテーションを毎日実践することによって、体育能力を養います。
３）   日課活動の繰り返しにより基礎能力を高め、創造力豊かで意欲の高い子どもの育成を目指します。
４）   言語能力は人間形成の基礎として重視し、言葉・文字の経験を豊富にできる環境を整えます。
音楽、造形についても経験を豊富にし、発達段階に応じてその能力を高めていきます。
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6　こども園の概要

7　開所日・開所時間及び休園日
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8　施設の概要
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9　職員体制

10　保護者の負担について　

保護者負担金一覧表を参照してください。

11　給食について
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保護者負担金一覧表
1利用料（保育料）
お住いの市町村が決定します。

2被服関係

3教材費

4園納入金
 ※令和8年4月現在   価格については改定されることがあります。

5　延長保育料
標準時間認定児（１８：００～１９：００）
 月額　３，０００円（単発利用１回３００円、上限として月３，０００円）
短時間認定児（７：００～８：３０ １６：３０～１９：００）
 単発利用１回　４００円
6　 一時預かり料
 １号認定児（１６：００～１８：００）
 １回２００円（保育認定が認められた場合保護者負担なし） 
7　園バス利用料
 月額 ２，０００円（片道利用は半額）
※ 月途中から利用等は別途定めがあります。 
3 給食費
 １・２号認定児については副食費月額４，５００円（負担免除の場合あり）主食費月額
１，０００円を徴収します。３号認定児については利用料に含まれています。 
9　保護者会費（月額）
 第１子 500円 第２子 300円 第３子以降 200円 
10　その他
 上記の他、お泊り保育、写真代等臨時的に必要な経費については随時お知らせします。


	重要事項説明書
	社会福祉法人むつみ福祉会 新入ひまわりこども園
	１　事業者
	2　事業の目的
	3　教育・保育の理念
	4　運営方針
	5　保育の内容及びその特徴

	6　こども園の概要
	7　開所日・開所時間及び休園日
	8　施設の概要
	9　職員体制
	10　保護者の負担について　
	11　給食について
	保護者負担金一覧表
	1利用料（保育料） お住いの市町村が決定します。
	2被服関係
	3教材費
	4園納入金
	5　延長保育料 標準時間認定児（１８：００～１９：００）  月額　３，０００円（単発利用１回３００円、上限として月３，０００円） 短時間認定児（７：００～８：３０ １６：３０～１９：００）  単発利用１回　４００円 6　 一時預かり料  １号認定児（１６：００～１８：００）  １回２００円（保育認定が認められた場合保護者負担なし）  7　園バス利用料  月額 ２，０００円（片道利用は半額） ※ 月途中から利用等は別途定めがあります。  3 給食費  １・２号認定児については副食費月額４，５００円（負担免除の場合あり）主食費月額１，０００円を徴収します。３号認定児については利用料に含まれています。  9　保護者会費（月額）  第１子 500円 第２子 300円 第３子以降 200円  10　その他  上記の他、お泊り保育、写真代等臨時的に必要な経費については随時お知らせします。


